
                         

（参考：國學院大學大学院学則一部改正新旧対照表） 

改正 現行 

改正 令和４年12月8日 

（略） 

第26条 病気、留学その他の事由により、引き続き3

カ月以上欠席しようとする者は、保証人連署のう

え願い出て、休学することができる。病気による

休学は医師の診断書を提出するものとする。 

（削る） 

 

 

2 休学期間は前期、後期又は学年度とする。やむを

得ない場合はこの期間を延長することができる。 

3 復学の時期は学期の始めとする。 

4 休学の期間は、前期課程は2年、後期課程は3年を

上限とし、この期間は在学期間に算入しない。 

（略） 

第29条 別表 

項目 入学年度 前期課程 後期課程 

入学金 令和4年度 200,000円 200,000円 

授業料 全入学年度 505,000円 505,000円 

施設設備費 全入学年度 200,000円 200,000円 

維持運営費 全入学年度 10,000円 10,000円 

備考 

（略） 

 

４ 第26条による休学者については、休学期間が1年

の場合には、授業料、施設設備費及び維持運営費

の全額を免除し、休学期間が前期又は後期の場合

には、授業料及び施設設備費の半額、維持運営費

の全額を免除する。ただし、次のとおり休学在籍

料を納めるものとする。 

  イ 休学期間が１年     100,000円 

  ロ 休学期間が前期又は後期 50,000円 

 

（略） 

附 則 

 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、令和４年度以前入

学者に係る「國學院大學大学院休学者に対する授

業料等免除規程」（以下「免除規程」という。）

第２条第１号、第２号及び第３号に基づく免除に

ついては、なお従前の例による。この場合におい

て、免除規程中に「授業料等」とあるのは「休学

在籍料」と読み替えるものとする。 

 

         （略） 

第26条 病気その他やむを得ない事由により、休学し

ようとする者は、保証人連署のうえ休学願を提出し

なければならない。病気による休学は医師の診断書

を提出するものとする。 

2 前項の事由が消滅したときは、直ちに復学願を提

出しなければならない。復学の時期は学期の始めと

する。 

3 休学期間は当該学年度とし、やむを得ない場合は

この期間を延長することができる。 

（新設） 

4 休学の期間は、前期課程は2年、後期課程は3年を

上限とし、この期間は在学期間に算入しない。 

（略） 

第29条 別表 

項目 入学年度 前期課程 後期課程 

入学金 令和4年度 200,000円 200,000円 

授業料 全入学年度 505,000円 505,000円 

施設設備費 全入学年度 200,000円 200,000円 

維持運営費 全入学年度 10,000円 10,000円 

備考 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （略） 

 

 

 


